
1 

○一関市児童生徒就学援助事業実施要綱 

平成18年３月31日 

告示第60号 

改正 平成20年１月31日告示第13号 

平成21年12月２日告示第267号 

平成22年10月１日告示第201号 

平成25年10月７日告示第182号 

平成26年３月28日告示第46号 

平成30年３月31日告示第93号 

（目的） 

第１ この告示は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条の規定に基づき、経済的理

由によって就学が困難な学齢児童又は学齢生徒（以下「児童生徒」という。）の保護者

に対して、市が就学に必要な経費の援助（以下「就学援助」という。）を行い、もって

義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 

（対象者） 

第２ 就学援助を受けることができる者は、一関市の区域内に住所を有し、小学校若しく

は中学校に在籍する児童生徒の保護者又は一関市の区域外に住所を有し、一関市立の小

学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。 

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号。以下「法」という。）第６条第１項に規定す

る被保護者 

(2) 前号の被保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた者で、次のいずれかに

該当するもの 

ア 法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者 

イ 住民税非課税の者 

ウ 住民税の減免を受けている者 

エ 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている者 

オ 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第４条に基づく児童扶養手当の全額支給

を受けている者 
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カ 世帯の収入の額を法第８条第１項に規定する需要を基準として市長が定めた需要

の額で除して得た数が100分の130未満である者 

キ その他経済的に困窮しており、就学に支障があると市長が認める者 

（就学援助の方法及び範囲） 

第３ 就学援助は、別表第１の左欄に掲げる費目（以下「就学援助費」という。）の区分

に応じ、同表の右欄に定める対象経費を支給することにより行うものとする。 

２ 就学援助の範囲は、別表第２の左欄に掲げる対象者の区分に応じ、同表の右欄に定め

るとおりとする。 

（就学援助費の額） 

第４ 就学援助費の額は、当該年度の予算の範囲内において別に定める。 

（受給の申請） 

第５ 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者は、別に定める就学援助費受給申請書

に必要な書類を添付し、当該児童生徒の在籍する学校の長（以下「校長」という。）を

経由して市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請（以下「受給申請」という。）は、就学援助を受けようとする年度ごとに

行うものとする。 

（認定） 

第６ 市長は、受給申請を受けたときは、その内容を審査し、第２の規定に該当すると認

めたときは、就学援助の認定（以下「認定」という。）を行うものとする。 

２ 市長は、認定を行うにあたり、必要に応じ民生委員又は福祉事務所長の意見を求める

ことができる。 

（支給方法等） 

第７ 就学援助費（学校保健医療費を除く。）の支給は、認定を受けた者（以下「被認定

者」という。）が指定する預金口座への振込み（以下「口座振替」という。）の方法に

より行うものとする。 

２ 就学援助費のうち学校保健医療費については、校長を通じて医療券を被認定者に交付

し、児童生徒が受診した医療機関の請求に基づき、当該医療機関に口座振替の方法によ

り直接支払うものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、被認定者は、就学援助費（学校保健医療費を除く。）の
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請求及び受領を校長に委任することができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、一関市学校給食センターから学校給食の配送を受けている

小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係る学校給食費についてその請求及び受領を委

任する場合は、一関市学校給食センターの所長に委任することができる。 

（変更届） 

第８ 被認定者は、受給申請の内容に変更が生じたときは、遅滞なく、校長を経由して、

その旨を市長に届け出なければならない。 

（認定の変更） 

第９ 市長は、第８の規定により被認定者が変更を届け出たとき、又は別表第２に規定す

る対象者の区分に変更が生じたことが明らかとなったとき（第10各号に定めるときを除

く。）は、認定の変更を行うものとする。 

（認定の取消し） 

第10 市長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものと

する。 

(1) 第２の規定に該当しなくなったとき。 

(2) 偽りその他の不正の手段により就学援助を受けたとき。 

（補則） 

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

制定文 抄 

平成18年４月１日から施行する。 

改正文（平成21年告示第267号抄） 

平成21年度分の補助金から適用する。 

改正文（平成22年告示第201号抄） 

平成22年度分の補助金から適用する。 

前 文（平成25年10月７日告示第182号抄） 

平成25年度分の就学援助費から適用する。 

前 文（平成26年３月28日告示第46号抄） 

平成26年４月１日から施行する。 

改正文（平成30年３月31日告示第93号抄） 
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平成30年４月１日から施行する。 

別表第１（第３関係） 

費目 対象経費 

学用品費 児童生徒が通常必要とする学用品の購入費 

通学用品費 小学校又は中学校の第２学年以上の学年に在籍する児童生徒が通

常必要とする通学用品の購入費 

校外活動費 児童生徒が校外活動（学校以外に教育の場を設けて行われる学校

行事としての活動をいう。）に参加するため、直接必要な交通費、

宿泊費及び見学料 

修学旅行費 児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、

見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の費用 

新入学児童生徒学用

品等費 

小学校又は中学校に入学する者が、通常必要とする学用品及び通

学用品の購入費 

学校保健医療費 児童生徒が学校保健安全法施行令（昭和33年政令第174号）第８条

に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担分 

学校給食費 児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費 

クラブ活動費 児童生徒の保護者が負担すべきクラブ活動費 

生徒会費 児童生徒の保護者が負担すべき児童会・生徒会費 

PTA会費 児童生徒の保護者が負担すべきPTA会費 

別表第２（第３、第９関係） 

対象者 就学援助の範囲 

一関市の区域内に住

所を有し、一関市立

の小学校又は中学校

に在籍する児童生徒

に係るもの 

一関市の区域内に住

所を有し、左記以外

の小学校又は中学校

に在籍する児童生徒

に係るもの 

一関市の区域外に住

所を有し、一関市立の

小学校又は中学校に

在籍する児童生徒に

係るもの 

第２第１号に該当

する保護者のうち、

修学旅行費及び学校

保健医療費 

修学旅行費 学校保健医療費 
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法に基づく教育扶

助を受けている保

護者 

第２第１号に該当

する保護者のうち、

法に基づく教育扶

助を受けていない

保護者及び第２第

２号に該当する保

護者 

学用品費、通学用品

費、校外活動費、修

学旅行費、新入学児

童生徒学用品等費、

学校保健医療費、学

校給食費、クラブ活

動費、生徒会費及び

PTA会費 

学用品費、通学用品

費、校外活動費、修

学旅行費、新入学児

童生徒学用品等費、

クラブ活動費、生徒

会費及びPTA会費 

学校保健医療費及び

学校給食費 


